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別添の対象契約一覧表に掲げる契約は、次のアからキのいずれかの要件に該当するため、事後の契約を締結する場合には、当該要件を満たす契約企

業との随意契約によって契約することを予定しているものです。それぞれの契約について必要となる要件を満たし、同契約への新規参入を希望される

企業等がありましたら、入札及び契約心得（防衛装備庁公示第1号。２７．１０．１）第２.２項の規定に従って、申し込みに必要な書類を提出先まで

ご提出ください。  
 

ア  航空機製造事業法（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２又は武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許

可を現に受け、又は当該許可を受けるための申請中である者が業態調査の結果、一者に限られると類推される航空機若しくは航空機用機器又は武器に

係る調達  

イ  契約の履行のために不可欠なライセンスを現に認められ、又は履行期限までにこれを認められる見込みのある日本企業が業態調査の結果、一者に

限られると類推されるもののうち、当該ライセンスの実施権の取得に外国政府の許可を要しないもの  

ウ  契約の履行のために不可欠な日本国内における正当な輸入販売代理権を現に有し、又は履行期限までに当該権利を有する見込みのある者が業態調

査の結果、一者に限られると類推される防衛装備品に係る一般輸入調達 

エ  企業が試作請負業務（研究委託を除き、自隊研究を含む。）を通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約であって、当該防衛装備品

の製造に当たって必要となる技術又は設備等を有する企業が業態調査の結果、一者に限られると類推されるもの（ 当該試作請負業務において、下請

負企業がその試作請負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も含む。） 

 



 

 

オ  複数の構成品が一体となって機能を発揮する防衛装備品の製造請負業務を数回に分割して発注せざるを得ない場合（当該防衛装備品を調達する事

業について構想し若しくは計画し又は予算を要求する過程において、一体の事業であることが明確であったものを分割したことが明らかなものに限

るものとし、当該事業と同時期に発注する構成品及び部品に係る契約並びに当該事業の過程において派生的に追加発注される契約を除く。）で、当

該防衛装備品全体の設計及び製造の全過程を通じて同一の企業の管理下においてシステム・インテグレーションが行われなければ製造の目的達成に

著しい支障が生じるおそれがあるもの 

カ  試作請負業務（研究委託を除き、自隊研究を含む。）に付随して実施が必要となる調達のうち、試作品の機能・性能の確認に係る部品及び支援・

役務の調達であって、当該契約を履行できる者が業態調査の結果、一者に限られると類推される場合 

キ  過去２カ年度にわたって一者応募・応札となっている調達のうち、契約履行に必要な製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）や知的財産権等を利用する権限を有する者又は設備等を有する者が業態調査の結果、一者に限られると類推されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙（対象契約一覧表） 

 

 



 

 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 

一覧表への 

掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

１  潜水艦用発電装置 エ R3.5.13 

スノーケル発電システム（その１）及び（そ

の２）の試作契約での成果を継承し、当該防

衛装備品の量産に必要となる技術又は設備等

を有することを証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734 

2  光学センサＡ型改１ 

 

エ 

 

 

R4.8.10 

 

企業が試作請負業務（研究試作を除き、自隊

研究を含む。）を通じて防衛省と共同して開

発した防衛装備品の量産契約であって、当該

防衛装備品の製造に当たって必要となる技術

又は設備等を有することを証明できること。 

3  
光学センサＡ型改１用センサマスト部 

 
エ 

 

R4.8.10 

 

企業が試作請負業務（研究試作を除き、自隊

研究を含む。）を通じて防衛省と共同して開発

した防衛装備品の量産契約であって、当該防

衛装備品の製造に当たって必要となる技術又

は設備等を有することを証明できること。 

4  
光学センサＡ型改１用フェアリング部 

 
エ R4.8.10 

企業が試作請負業務（研究試作を除き、自隊

研究を含む。）を通じて防衛省と共同して開発

した防衛装備品の量産契約であって、当該防

衛装備品の製造に当たって必要となる技術又

は設備等を有することを証明できること。 

5  

 

潜水艦用えい航型アレイ揚収装置ＺＳ

Ｗ-２ 

 

キ     R4.9.5 

契約履行に必要となる潜水艦用えい航型アレ

イ揚収装置ＺＳＷ-２の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

 



 

 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 

一覧表への 

掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

6 慣性航法装置ＺＳＮ－１Ｅ キ R4.11.4 

契約履行に必要となる慣性航法装置ＺＳＮ-１

Ｅの製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線: 35732～35734 

 

 

 

 

7 電磁ログ４型改３ キ R4.11.4 

契約履行に必要となる電磁ログ４型改３の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

8  ジャイロコンパスＯＳＮ-3 キ R4.11.4 

契約履行に必要となるジャイロコンパスＯＳ

Ｎ-3の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

９ 浮舟本体ＰＫ－２Ａ キ  R4.11.10 

契約履行に必要となる浮舟本体ＰＫ－２Ａの

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第1班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線：35712 

 10 浮舟本体ＭＫ－４Ａ キ R4.11.10 

契約履行に必要となる浮舟本体ＭＫ－４Ａの

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

11 浮舟本体ＭＫ－４Ｒ キ R4.11.10 

契約履行に必要となる浮舟本体ＭＫ－４Ｒの

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 



 

 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 

一覧表への 

掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

12 航法支援装置ＮＯＳＮ－３０３ キ R4.11.18 

契約履行に必要となる航法支援装置ＮＯＳＮ

－３０３の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734 

 13 深海救難艇用蓄電池 キ R4.11.22 

契約履行に必要となる深海救難艇用蓄電池の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

14 ＰＴＣ応急電池（維持用） キ R4.11.22 

契約履行に必要となるＰＴＣ応急電池（維持

用）の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

15 ＺＪＡ-3Ｃ空中線昇降装置 キ R4.11.22 

契約履行に必要となるＺＪＡ-３Ｃ空中線昇降

装置の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

16 自動巻出巻取装置ＺＲＡ-14Ｂ キ R4.11.22 

契約履行に必要となる自動巻出巻取装置ＺＲ

Ａ-14Ｂの製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

17 
掃海艦艇において使用する内燃機関に

係る契約 
キ R4.12.5 

契約履行に必要となる内燃機関の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査

要領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

 



 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 

一覧表への 

掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

18 非磁性高圧気蓄器（縦）改３ キ R4.12.5 

契約履行に必要となる非磁性高圧気蓄器（縦

型）改３の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線: 35732～35734  

 
19 

掃海艦艇において使用する掃海用クレ

ーンに係る契約 
キ R4.12.9 

契約履行に必要となる掃海用クレーンの製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

20 
掃海艦艇において使用する磁気掃海電

源装置に係る契約 
キ R4.12.9 

契約履行に必要となる磁気掃海電源装置の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

21 
海上自衛隊の艦艇において使用する補

助ボイラに係る契約 
キ R4.12.22 

契約履行に必要となる補助ボイラの製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査

要領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

22 
掃海艦艇において使用する主空気圧縮

機に係る契約 
キ R4.12.22 

契約履行に必要となる主空気圧縮機の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できること

が証明できること。 

23 
無給油式高圧空気圧縮機ＯＬＰ－３０

０１ 
キ R4.12.22 

契約履行に必要となる無給油式高圧空気圧縮

機ＯＬＰ－３００１の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 



 

 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 

一覧表への 

掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

24 感応掃海具１型改１ キ R4.12.22 

契約履行に必要となる感応掃海具１型改１の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734  
25 小型係維掃海具１型改２ キ R4.12.22 

契約履行に必要となる小型係維掃海具１型改

２の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

26 偵察ボート（５人乗） キ R5.1.25 

契約履行に必要となる偵察ボート（５人乗）

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

27 

 

対勢作図装置ＯＹＮ-12（） 

 

キ R5.2.9 

契約履行に必要となる対勢作図装置ＯＹＮ‐

１２（）の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

28 

 

航海信号連接盤３型 

 

キ R5.3.9 

契約履行に必要となる航海信号連接盤３型の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

29 
自律型水中航走式機雷探知機ＯＺＺ－ 

５補用品 
カ R5.3.30 

自律型水中航走式機雷探知機（その１）及び

（その２）の試作請負業務に付随して実施が

必要となる調達のうち、試作品の機能・性能

の確認に係る部品の製造に必要となる技術又

は設備等を有することを証明できること。 



 

 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 

一覧表への 

掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

30 温湿度測定装置改２ キ R5.4.4 

契約履行に必要となる温湿度測定装置改２の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734  

 
31 

イージス・システム搭載艦１番艦の製

造（その２）（長納期品調達） 
オ R5.4.24 

イージス・システム搭載艦１番艦の設計及び

製造に関し、全過程を通してのシステム・イ

ンテグレーションを実施できることが証明で

きること。 

32 統合化航海支援装置ＮＯＳＮ－５０１ キ R5.6.13 

契約履行に必要となる統合化航海支援装置Ｎ

ＯＳＮ－５０１の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できること。 

33 航海信号連接盤２型 キ R5.7.5 

契約履行に必要となる航海信号連接盤２型の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

34 水温記録装置ＺＱＨ－２Ｃ キ R5.7.5 

契約履行に必要となる水温記録装置ＺＱＨ－

２Ｃの製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

35 水温記録装置ＯＱＨ－１Ｂ－３ キ R5.7.5 

契約履行に必要となる水温記録装置ＯＱＨ－

１Ｂ－３の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

 



 

 

別  紙 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約に

よる理由 
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掲載日 
新規参入の申し込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

36 電磁ログ９型Ｃ キ R5.8.10 

契約履行に必要となる電磁ログ９型Ｃの製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734  

 
37 磁気コンパス２型改２ キ R5.8.10 

契約履行に必要となる磁気コンパス２型改２

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

38 掃海艇用主発電機用原動機 キ R5.8.10 

契約履行に必要となる掃海艇用主発電機用原

動機の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

39 浮舟本体（ＪＭＫ－４Ｂ） キ R5.8.14  

契約履行に必要となる浮舟本体（ＪＭＫ－４

Ｂ）の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第1班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線：35712・35729 

40 浮舟本体 ＪＣ－２Ｂ改 キ R5.9.12 

契約履行に必要となる浮舟本体 ＪＣ－２Ｂ

改の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第1班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線：35712・35735 
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(問合せ先) 

41 ゴム浮舟（空気加圧式） キ R5.9.12 

契約履行に必要となるゴム浮舟（空気加圧式）

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第１班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35712・35735 

42 航海信号連接盤１型 キ R5.9.12 

契約履行に必要となる航海信号連接盤１型の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734 

43 機雷掃討用訓練標的 キ R5.9.12 

契約履行に必要となる機雷掃討用訓練標的の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

44 ＳｅａＲＡＭ接断盤１型（ ） キ R5.9.12 

契約履行に必要となるＳｅａＲＡＭ接断盤１

型（ ）の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 
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45 
ラバーウィンドウＮ－ＣＷ－５４／ 

ＯＱＳ－５ 
キ R5.10.2 

契約履行に必要となるラバーウィンドウＮ－

ＣＷ－５４／ＯＱＳ－５の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734 

46 
ラバーウィンドウＮ－ＣＷ－５６／ 

ＺＱＱ－６ 
キ R5.10.2 

契約履行に必要となるラバーウィンドウＮ－

ＣＷ－５６／ＺＱＱ－６の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

47 
ラバーウィンドウＮ－ＣＷ－５２／ 

ＯＱＳ－１０２ 
キ R5.10.2 

契約履行に必要となるラバーウィンドウＮ－

ＣＷ－５２／ＯＱＳ－１０２の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

48 
潜水艦用えい航型アレイ揚収装置ＺＳ

Ｗ-１Ｂ改１ 
キ R5.10.2 

契約履行に必要となる潜水艦用えい航型アレ

イ揚収装置ＺＳＷ-１Ｂ改１の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

49 掃海用張力計３型改１ キ R5.10.23 

契約履行に必要となる掃海用張力計３型改１

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 
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50 
ラバーウィンドウＮ－ＣＷ－６３／Ｏ

ＱＱ－２２ 
キ R5.11.8 

契約履行に必要となるラバーウィンドウＮ－

ＣＷ－６３／ＯＱＱ－２２の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

･提出先 

防衛装備庁調達事業部 

艦船調達官付調達第３班 

･問合せ先 

03(3268)3111 

内線:35732～35734 

51 指示装置ＯＫＱ－４Ｃ キ R5.11.15 

契約履行に必要となる指示装置ＯＫＱ－４Ｃ

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

52 
イージス・システム搭載艦１番艦の製

造（その３） 
オ R6.3.12 

イージス・システム搭載艦１番艦の設計及び製

造に関し、全過程を通してのシステム・インテ

グレーションを実施できることが証明できる

こと。 

53 
イージス・システム搭載艦２番艦の製

造（その２） 
オ R6.3.12 

イージス・システム搭載艦２番艦の設計及び製

造に関し、全過程を通してのシステム・インテ

グレーションを実施できることが証明できる

こと。 

 


